
海外においては、
口 蹄 疫 が 続 発 発 生 し て い ま す 。
畜産関係者の皆様はご注意下さい

畜産関係者の方で外国に行かれる場合

中国や東南アジアの国々は、口蹄疫、高病原性鳥インフ

ルエンザ、豚コレラなどの悪性伝染病の発生国であり、我

が国はこれらの国からの動物及びそれに由来する肉の輸入

を、原則として、禁止しています。

これまでもお願いしてきましたが、畜産に関係する仕事

に従事している方々が、これらの国々を訪問した際には、

家畜を飼育している農場などへの立ち入りは極力避けるよ

うにしてください。

また、やむを得ず農場などの畜産関連施設へ立ち入った

り、家畜に接触した場合には、病原体が人や物に付着して

いるおそれがありますので、帰国時に動物検疫所のカウン

ターにお立ち寄りください。

我が国への病気の侵入を防止するため、皆様方のご理解

とご協力をお願いいたします。
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近年、韓国を含め中国、台湾等の東アジア地域において
は、口蹄疫の発生が続発しております。

近隣国である韓国においては、

2016年３月７日に、

忠清南道論山市の豚3,000頭一貫飼育農場において、

口蹄疫（血清型：Ｏ型）感染が確認されました。

畜産農家を含む畜産関係者の皆様方におかれましては、

引き続き、飼養衛生管理の徹底や早期発見に万全を期して

いただくようお願いいたしま す。

本病の発生防止に万全を期すため，以下の事項の確実な

実施について，ご協力をよろしくお願いします。

１．異常家畜の早期発見，早期通報にご留意ください。
日常の健康観察を徹底し，口蹄疫を疑う症状を呈している家

畜を発見したときは，直ちに通報してください。
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家畜保健衛生所は，休日・夜間も２４時間対応しております。

２．農場出入り口・周辺での消毒を徹底してください。

３．韓国，中国など発生国への不要不急の旅行は自粛をお願い
します。
また，発生国に滞在していたため，ウイルスを伝播させる可
能性のある人及び物品を農場に近づけないようにしてください。

４．農場に出入りする人・車両の記録をお願いします。

５．当所からの広報など口蹄疫関係情報の収集に努めてくださ
い。

関係者全員が一致協力し，口蹄疫の発生防止
に努めましょう！


